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国道11 号 ⾼松東バイパス（下り線）夜間全⾯通⾏⽌めのお知らせ 
〜安全・安⼼してご利⽤頂くために、舗装修繕⼯事を⾏います〜 

 
国道11号⾼松東バイパス（下り線）において、皆様に安全・安⼼に道路を利⽤して頂くことを⽬的に、舗装

修繕⼯事を「夜間全⾯通⾏⽌」にて実施します。 
皆様には⼤変ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協⼒の程宜しくお願いします。 

 
■規制場所︓国道11号 ⾼松東バイパス（下り線）⾹川県⽊⽥郡三⽊町井上地内 延⻑ １．０ｋｍ 
 
■規制⽇時︓令和２年７⽉１７⽇（⾦）及び７⽉２７⽇（⽉）〜７⽉３０⽇（⽊） 
         各⽇ ２１︓００〜翌朝６︓００  

※ 予備⽇︓７⽉３１⽇〜８⽉６⽇ 
 

 
■規制内容︓全⾯通⾏⽌（迂回路有り） 
 
■ 迂回路 ︓県道１４７号線をご利⽤ください。 
             ※ 詳細は 添付資料を参照 
 
 本施策は、四国圏広域地⽅計画の広域プロジェクト「No.1 南海トラフ地震を始めとする⼤規模⾃然災害等へ
の 『⽀国』 防災⼒向上プロジェクト」の取組に該当します。 
 

問い合わせ先（○︓主な問合せ先） 
   国⼟交通省 四国地⽅整備局 ⾹川河川国道事務所  

                          TEL : 087-821-1561（代表） 

    ○ 事業対策官        ⼭本
やまもと

 崇
たかし

（内線２０８） 

    ○ 道路管理第⼆課⻑  佐野
さ の

 修
おさむ

（内線４４１） 
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